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船舶事故調査報告書 

 

平成２７年１２月３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年７月２６日 ０９時３５分ごろ 

発生場所 愛媛県伊方
い か た

町藤
とう

東
どう

鼻北東方沖 

 見舞埼
み ま いさ き

灯台から真方位０５６°５,６００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２６.８′ 東経１３２°１０.３′） 

事故の概要 プレジャーボート玄海
げんかい

丸は、北東進中、また、プレジャーボート春
はる

うらら丸は、流し釣りをして漂泊中、両船が衝突した。 

 春うらら丸は、転覆して船長が重傷を負い、左舷船尾部に亀裂が生

じ、また、玄海丸は、右舷船首部に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 平成２６年７月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーボート 玄海丸、４.０トン 

  ＥＨ３－５４６９５（漁船登録番号）、個人所有 

１０.２２ｍ（Lr）×２.８０ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１８０.２０kＷ、平成３年１０月２６日 

   第２８１－２８８２５号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート 春うらら丸、０.２トン 

   ２８１－３９８７３愛媛、個人所有 

   ４.１５ｍ（Lr）×１.５０ｍ×０.５８ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１４.７kＷ、平成１６年２月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５４年８月８日 

    免許証交付日 平成２５年１１月５日 

           （平成３１年９月２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５５歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５９年１０月２日  

    免許証交付日 平成２４年７月３１日 

           （平成２９年９月１９日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 重傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷船首部に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾部に亀裂 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の初期、潮流 不明 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、知人２人（以下「同乗者Ａ１」

及び「同乗者Ａ２」という。）を乗せ、藤東鼻北東方沖で南西方に流れ

る潮流に乗じて流し釣りを行っていた。 

船長Ａは、潮上りを行うこととし、Ａ船が流し釣りを行っている付

近には釣りを行っている他船を見掛けなかったので、前路に他船はい

ないと思い、操舵室後方に立ち、舵と機関を使って船首を北東方向に

向けた後、操舵室に移動した。 

船長Ａは、操舵室内に入り船首方を見たところ、Ｂ船がいることに

気付き、急いで機関を中立に入れたが、平成２６年７月２６日０９時

３５分ごろ、藤東鼻北東方沖において、Ａ船の船首部とＢ船の左舷船

尾部とが衝突した。 

Ａ船は、落水した船長Ｂを救助した後、同乗者Ａ１が１１８番通報

を行うとともに救急車を要請し、伊方町田部
た ぶ

漁港に向かった。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、藤東鼻北東方沖で機関を停止

し、船首を北東方に向け、流し釣りを行っていた。 

 船長Ｂは、右舷船尾で腰を下ろし船首方を向いた姿勢で、南西方に

流れる潮流に乗じて流し釣りを行っていたとき、反転したＡ船が船尾

方約２０～３０ｍに接近するのを認めたが、Ａ船がＢ船を避けてくれ

るものと思っていたところ、Ａ船が避航する様子を見せないでＢ船に

向かって接近するので、衝突の危険を感じ、立ち上がって機関を始動

した。 

 Ｂ船は、Ａ船と衝突した後、右舷側に転覆した。 

船長Ｂは、海に投げ出されたが、Ａ船から投入されたロープにつか

まり、Ａ船上に助け上げられた。 

 船長Ｂは、病院に搬送され、４週間以上の入院を要する左脛骨
けいこつ

腓
ひ

骨
こつ

骨幹部開放骨折と診断された。 

 Ｂ船は、来援した漁船により田部漁港にえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 事故発生経過概略図 参

照） 

 その他の事項 船長Ａは、０９時００分ごろ衝突場所付近に着き、流し釣り、潮上

りを繰り返し行っていた。 

船長Ａが、流し釣り及び潮上りを行う距離はそれぞれ約５０ｍであ

った。 

Ａ船の船首は、潮上りを行う前には南西方に向いていた。 

船長Ａは、潮上りを始める前に、周囲の確認を行わなかった。 
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Ａ船の右舷船首に同乗者Ａ１が座って右舷下方を向いた姿勢で、左

舷船首に同乗者Ａ２が座って左舷方を向いた姿勢で、それぞれ釣りを

行っていた。 

船長Ａ、同乗者Ａ１及び同乗者Ａ２は、救命胴衣を着用していなかっ

た。 

船長Ｂは、０８時５０分ごろ衝突場所北東方沖に着き、流し釣り、

潮上りを４回繰り返し行い、本事故時は、５回目の流し釣りを行って

いた。 

船長Ｂが５回目の流し釣りを始めた時、船尾方にいたＡ船との距離

は約２００ｍであった。 

船長Ｂは、過去４回流し釣りを終えた場所を通過していたが、続け

て５回目の流し釣りを行っていた。 

船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象等の関与 

判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、藤東鼻北東方沖において、潮上りで北東進中、船長Ａが、

Ａ船が流し釣りを行っていた付近に他の釣り船を見掛けなかったの

で、前路に他船はいないと思い、見張りを適切に行っていなかったこ

とから、船首方で流し釣りを行っているＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突

したものと考えられる。 

Ｂ船は、藤東鼻北東方沖において、機関を止めて流し釣りをして漂

泊中、船長Ｂが、移動を始めたＡ船がＢ船を避けてくれると思い、衝

突を避けるための措置をとらずに釣りを続けていたことから、Ａ船と

衝突したものと考えられる。 

原因 

 

 本事故は、藤東鼻北東方沖において、Ａ船が潮上りで北東進中、Ｂ

船が機関を止めて流し釣りをして漂泊中、船長Ａが、見張りを適切に

行っておらず、また、船長Ｂが、衝突を避けるための措置をとらなか

ったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時、適切な見張りを行うこと。 
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付図 1 事故発生場所概略図 

         
 

 

 

付図２ 事故発生経過概略図 

 
 

     

事故発生場所 

 

 

（平成２６年７月２６日 

 ０９時３５分ごろ発生） 

 愛媛県 

伊方町 

見舞埼灯台 

藤東鼻 

事故発生場所 

（平成２６年７月２６日 

０９時３５分ごろ発生）） 

Ａ船 

Ｂ船 

愛 媛 県 

伊 方 町 

藤東鼻 


